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近年、道路・公園等への放置自動車が急増し、自

治体では、その対応策やその処理に伴う経費の増大

等に頭を痛めている。自治体としては、そのまま放

置すれば、道路交通上危険であるだけでなく、生活

安全上も危険であり、ごみ捨て場になるなど、環境

衛生上も好ましくない。かといって、放置自動車対

策を進めようとしても、現行法上では、放置自動車

に関係する国や府の機関はバラバラ、その権限もバ

ラバラで、しかもどれをとっても放置自動車対策の

決め手となるものはない。このため放置自動車の適

正処理に関する条例等を制定するなどして積極的に

取り組む自治体も見受けられるようになってきた。

そうしたなかで、国においても使用済自動車の再資

源化等に関する法律（以下「自動車リサイクル法」

という。）が、平成１７年１月１日から施行され、リサ

イクル料金の支払いが義務付けされた。この法律の

施行により、放置自動車の減少が期待される一方で、

対象となる車の車検が完了する平成１９年末までには、

逆にリサイクル料金逃れの放置自動車の増加が見込

まれ、より一層深刻な事態が予想される。

そこで、本稿では、自治体における放置自動車対

策の現状と課題を明らかにし、今後の取り組むべき

方向について、法的アプローチを中心に検討を加え

ることを目的とする。

（１）放置自動車の実態

平成１８年９月から１０月にかけて全国市長会が行っ

た「放置自動車問題への取組み状況等の調査結果」［１］

によると、放置自動車は、自動車リサイクル法の施

行により減少傾向にあるものの、依然として全国の

都市で約２万台以上も発生しており、地域の景観や

市民の生活環境を損なうばかりではなく、放火やゴ

ミの不法投棄などの二次的犯罪を誘発するなど、市

民生活に著しく悪影響を及ぼしている。

大阪府においても、全国市長会の調査結果とほぼ同

じような傾向が見られるが［２］、大阪府は、平成１６年

７月２２日に罰則付きの「大阪府放置自動車の適正な

処理に関する条例」を施行し、その影響による減少

も大きいものと考えられる。それでも平成１７年度で、

２,７５３台もの放置自動車の行政撤去を行っている。

平成１８年７月実施の大阪府調査によると、平成１７

年度の大阪府内の１台当たりの放置自動車（原付

を含む。）の平均処理費は１６,４１８円（平成１６年度

は１４,５０８円）、

行政が処理した総台数（原付含む。）は３,７４８台

（平成１６年度は４,００９台）で総額約４,５２０万円（平成１６

年度は４,５２１万円）、そのうち路上協力会寄付金［３］受

入額が約２,２００万円（平成１６年度は３,０１３万円）とな

っている。人件費を除き、大阪府内の放置自動車の

処理費として、大阪府域だけでも少なくとも２,３００万

円（平成１６年度は１,５０８万円）以上の経費が税金で

賄われているのである。
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放置自動車が増加するようになった主な理由は、

廃棄自動車処分費の高騰と鉄のスクラップ価格の低

迷にある［４］。すなわち、自動車を廃棄処分するため

には、これまでの資産としての評価から廃棄物とし

ての処分費が必要となったことにある。

また、一台捨てられた自動車をそのまま放置する

と、すぐにそこは、放置自動車や廃棄物等の不法投

棄の捨て場となる可能性がある。そのため、自治体

にとって放置自動車対策が緊急の課題となっている。

（２）現行法での対応策

現在の放置自動車に関係する法律とその対応策は、

表１のとおりである。道路法を始め、種々の法律が

存在するが、管轄する機関やその権限もバラバラで、

しかもどれをとっても放置自動車対策の決め手とな

るものはない。明らかに放置自動車とすぐに認めら

れる自動車は少なく、中にはナンバープレートがつ

いたものもあり、第一義的には、警察の管轄・権限

であるにもかかわらず、実際には警察が対応できず

にいる。しかも、自治体管轄下の道路上の放置自動

車を遺失物として届けようとしても、警察では受け

付けてくれない。このため、自治体としては、何と

か法の隙間を埋めるべく、放置自動車対策に取り組

んでいるところであるが取締の決め手がないのが現

状である。さらに問題なのは、１９７７年の旧厚生省環

境衛生局水環境部計画課長通知「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律の一部改正について」により、廃

棄物の範囲についてその解釈が修正され、この通知

によって、１９７１年の旧厚生省環境衛生局環境整備課

長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用

に伴う留意事項について」が見直され、従来、「廃棄

物とは、客観的に汚物又は不要物として観念できる

物であって、占有者の意思の有無によって廃棄物と

なり又は有要物となるものではない」とされていた

ものが、「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他

人に有償で売却することができないために、不要と

なった物をいい、これらに該当するか否かは、占有

者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきもので

あって、排出された時点で客観的に廃棄物として観

念できるものではない」とされたことによる。これ

は、いわゆる「総合判断説」といわれるもので、個

別事例に即して主観（占有者の意思など）・客観

（物の性状・排出の状況など）の両面から廃棄物かど

うかを判断するというものである［５］。このため、廃

棄物としての認定は非常に難しくなったのである。

昨今マスコミをにぎわしているごみ屋敷もその一例

である。

現在独自の条例を持たない自治体は、平成５年４

月１日付け厚生省衛環第１１５号「交通上の障害になっ

ている路上放置車両の処理方法について」（図表１）

に基づき処理しているが、これによると処理期間の

長期化と管理費等の増加は避けられない。

（３）条例による対応策

平成３年１０月１日、横浜市は、全国初となる「横

浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な

処理に関する条例」を施行し、条例による放置自動

車対策に乗り出した。その後少しずつではあるが、

独自の条例を制定する自治体が増え、先の全国市長

会の調査では、１３４市（調査対象市の２２.１％）が独

自の条例を制定している。大阪府内の状況は、表２

のとおりで大阪府以外に９市町が放置自動車処理条

例を制定し、さらに、大阪市では「空き缶等の投げ

捨て等の防止に関する条例」・堺市では｢まちの美化

を推進する条例｣・河内長野市では「よりよい環境を

つくる条例」・羽曳野市では｢環境美化条例｣・藤井

寺市では「美しいまちづくり推進条例」などで、直

接的ではないものの放置自動車関連の条項を含む条

例を制定し、対策を講じている。

先の全国市長会の調査によると、放置自動車の発

見から処分（売却・廃棄等）までに、条例を制定し

ていない市では平均１３３.８日、条例制定市では平均

１１５.１日かかっている。条例のあるなしで、処分まで

の日数に１８.７日間の開きがあり、条例を制定するこ

とによって、迅速に処理しようとする自治体の姿勢

が伺われる。

札幌大学の福士明教授による［６］と、放置自動車処

理条例を、自動車の不適切な放置状態を解消する条

例をいうとし、放置自動車処理条例は、大まかには、

一定の自動車を「廃自動車」「廃物」等と認定して処
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表１　放置自動車に関係する法令
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図表１　交通上の障害になっている路上放置車両の処理方法について
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理する従来のタイプの条例（以下、「廃自動車」処理

型条例という）と自動車リサイクル法が定める「使

用済自動車」とみなしうる自動車を処理する新たな

タイプの条例（以下、「使用済自動車」処理型条例と

いう。）に分類している。

①「廃自動車」処理型

従来の放置自動車処理条例のパターンとして、

①自治体が放置自動車を認知・調査した場合に、

②所有者等の責任者が判明したときは、当該責任

者に対応を求め、当該責任者が対応しない場合に

は、最終的に自治体が代執行を行い、③責任者が

判明しない場合は、自ら撤去等の措置を講じると

いうものがある。「廃自動車」処理型の条例は、こ

の③の場合（責任者が判明しない場合）に、一定

の放置自動車を「廃自動車」等として認定し、自

治体が撤去等の措置を講じるものが典型例である。

「大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例」

（２００４年制定）では、知事は、「放置自動車の所有

者等が判明しない場合」において、当該放置自動

車が廃自動車認定基準に該当すると認めるときは

「廃自動車」として認定し、撤去および処分ができ

るものとしている。また、「東大阪市自動車等放置

防止条例」等では当該放置自動車が廃自動車認定

基準に該当するか否かが明らかでないときは、専

門家を含む有識者によって構成される廃自動車等

認定委員会の意見を聴いて、「廃自動車」として認

定できるものとし、より客観性・合理性を担保し

ている。

②「使用済自動車」処理型

第２の類型は、「使用済自動車」処理型であり、

不適切な放置状態にある自動車（放置自動車）で、

自動車リサイクル法が定める「使用済自動車」と

見なしうる自動車を処理対象とするものである。

千葉県「市原市放置自動車の処理に関する条例」

（２００５年制定）がこのタイプの条例であり、「放置

自動車」のうち一定のものを自動車リサイクル法

上の「使用済自動車」とみなし、同法に基づいて

処理するものである。市原市条例の特色は、放置

自動車の所有者等が判明している場合でも、一定

の場合は、「使用済自動車」とみなして処理対象と

することである。

従前、市原市では、放置自動車を「廃物」認定

するタイプの条例（「市原市放置自動車の発生の防

止及び適正な処理に関する条例」（１９９３年））で対

応していたが、本条例制定後は、撤去がより効率

的になったとされている［７］。

しかしながら、市原市と同じような条例改正を

行う自治体は、大阪府内では現在のところまだ出

てきていない。

放置自動車の責任は、当然のことながら放置した

者や自動車の所有者にあるわけだが、放置自動車の

所有者を探そうにも車体番号さえ削られているもの

もあり、所有者が簡単に特定できないところに最大

の問題がある。これだけ社会問題になっているのだ

から、自動車業界がその気になれば、ＩＣチップや

特殊なタグ、登録制度の整備等で、簡単に所有者を

特定できるはずである。また、リサイクル料を徴収

するよりも、例えばディポジット制を導入して、廃

車手続きをすれば、１万円なり２万円なりのお金が

戻ってくるような制度にすれば、現在のような状態

は、かなりの確率で解消されるものと思われる。し

かしながら、なかなかそういった動きが出てこない

のが実状である。かといって、自治体としては現状

を放置することができずに、何らかの対応を緊急に

迫られているのである。

ところで現行法の枠組みでは、なかなか決め手と

なる対処法がないうえ、警察としては、盗難車や事

件性がない限り一貫して動こうとはしない。そこで、

自治体としては、条例を制定し、これにより、放置

自動車の調査権を規定し、所有者を特定しようとし

たり、廃自動車として認定する手続等を定め、一定

の基準に該当するものについての処分規定を設ける

などして、条例を根拠に対策を講じているのである

（表２参照）。

（１）憲法との関係

条例を根拠に放置自動車対策を進める中で、法的

放置自動車対策の課題
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な面での最大の壁が、所有権・財産権の問題である。

これは、条例で廃自動車として認定するにしても、

使用済自動車として認定するにしても、先に述べた

ように、これは所有者本人が決めることであり、そ

れを行政機関が本人の意思とは関係なく断定するこ

とが、所有権の侵害にならないか、という疑問であ

る。

奈良県ため池条例事件（最大判昭３８・６・２６刑集

１７巻５号５２１頁）では、条例による財産権規制の範

囲を広く承認し、「ため池の堤とうを使用する財産上

の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため、当

然これを受忍しなければならない責務を負うという

べきである。すなわち、ため池の破損、決かいの原

因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、

民法でも適法な財産権の行使として保障されてい

ないものであつて、憲法、民法の保障する財産権の

行使の埓外にあるものというべく、従つて、これら

の行為を条例をもつて禁止、処罰しても憲法および

法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえない」

として、条例による財産権の制限を合憲とした。今

日では、憲法２９条２項でいう法律には、条例を含む

とする学説が支配的であるが、財産権を侵害するよ

うな規定は、原則として、法律で定めるべきであり、

条例が財産権に介入できるのは、財産権を制限する

限りであるとされている［８］。この立場からすると、

条例で放置自動車の処分までしてしまうのは、違

憲・違法となる。

実は、以前にもこれと同じことが、放置自転車対

策の時に指摘されていた。自治体は、昭和５５年に制

定された「自転車の安全利用の促進及び自転車等の

駐車対策の総合的促進に関する法律」（以下「自転車

法」という。）に基づいて条例を定め、放置自転車を

撤去（＝財産権を制限）してきた。しかし、撤去し、

保管した放置自転車の処分については、民法２３９条の

無主物先占の規定に基づき、保管されている自転車

は１箇月経てばほとんど取りに来ないという実態を

踏まえ、２箇月又は３箇月で無主物とみなし所有権

を自治体が獲得したとして処分したり、遺失物法の

規定に基づき６箇月としたりする等、自治体におい

て異なる取扱いがなされていた。駅周辺の放置自転

車のほとんどは、朝放置したものの、夜には持ち帰

られるのが通常であるから、所有者の支配が継続し
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表２　放置自動車の発生防止・適正処理等の条例の項目比較表（大阪版）
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ていると考えるべきものであり、無主物又は遺失物

として処分することは、法律上問題があるところで

あった。この状況を踏まえ、平成５年に改正された

自転車法の規定により、放置自転車の保管期間が６

箇月に統一されるとともに、６箇月経っても返還で

きないときは、放置自転車の所有権は市町村に帰属

するものとされ、保管及び処分の法律上の根拠が示

された。これにより、自転車等放置防止条例（放置

自転車の撤去、処分等）に基づく手続きの正当性が

担保されたのである［９］。

このため、全国市長会は、平成１９年１月「放置自

動車の迅速処理等に関する提言」を行い、放置自転

車対策の時の自転車法のような明確な法的根拠とな

り得る新法の制定等を要望している［１０］。

（２）法令との関係

ただ、地方分権改革が行われ、これまでのような

機関委任事務が廃止され、国と地方の関係がこれま

でと異なり対等協力の関係となり、自治体独自の自

治事務が増加し、条例制定権が拡大されたといわれ

る状況下で、国の対応待ちの姿勢だけでよいのであ

ろうか、果たして自治体独自で対応する方法はない

のであろうか。

憲法第９４条で、「地方公共団体は、その財産を管理

し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、

法律の範囲内で条例を制定することができる」と規

定し、地方自治法第１４条第１項で「普通地方公共団

体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項

の事務に関し、条例を制定することができる」とさ

れている。

法律と条例の関係で言うと、条例が国の法令に違

反するかどうかについては、徳島市公安条例事件

（最大判昭５０・９・１０刑集２９巻８号４８９頁）の最高裁

判決が示した考え方が基本的な判断の枠組みとされ

ている。つまり、「条例が国の法令に違反するかどう

かは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみで

なく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較

し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこ

れを決しなければならない。例えば、ある事項につ

いて国の法令中にこれを規律する明文の規定がない

場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が

特に当該事項についていかなる規制をも施すことな

く放置すべきものとする趣旨であると解されるとき

は、これについて規律を設ける条例の規定は国の法

令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項に

ついてこれを規律する国の法令と条例とが併存する

場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を

意図するものであり、その適用によつて前者の規定

の意図する目的と効果をなんら阻害することがない

ときや、両者が同一の目的に出たものであつても、

国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律

に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの

普通地方公共団体において、その地方の実情に応じ

て、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると

解されるときは、国の法令と条例との間にはなんら

の矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題

は生じえないのである」としている［１１］。

（３）自治立法の可能性

これを放置自動車対策にあてはめると、放置自動

車を発見した時、自治体では、まず、警察に盗難車

であるか、事件性がないかを問合せ、警察で対応す

るかどうか照会をかけているところが多い。警察が

対応策をとらないといった段階で、自治体が処理を

行うこととしている。このため、この段階で自治体

の事務下に入ったと構成できないか。自治体の事務

の範疇であれば、条例でもって対応が可能となる。

表１にあるように、放置自動車の処理に利用可能

ないくつかの法律があるが、いずれも限られた範囲

で利用できるものであり、放置自動車に対する自治

体の必要性に十分には応えるものとはなっていない

のが実情である。更に、福士明教授は、「廃自動車」

等の認定は、廃棄物処理法上の「廃棄物」の認定で

あると考えて、一般廃棄物処理権限を有する市町村

が「一般廃棄物」としての「廃自動車」等を処分す

るものであるという構成が考えられないではないが、

「廃棄物」概念との整合性を図る必要がある、と指摘

されている。

さらにもう一つの考え方として、事務管理として

の構成を考えることができる。
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条例上の「廃自動車」等の概念は、廃棄物処理法

上の「廃棄物」とは異なる条例独自の概念であると

考えると、「廃自動車」等の処理は、法律上の義務な

くして自治体が他人のためにその事務を管理するも

のであるという「事務管理」による構成が妥当のよ

うに思われる。特に、条例上の「処分」が、自動車

リサイクル法に基づく引取業者への「廃自動車」等

の引渡しということであると、このような事務管理

構成が適切なのではなかろうか、と福士明教授は指

摘されている。

ただ、事務管理など私法理論を援用するというの

では、木で竹を接いだような感じがあることは否め

ない。むしろ、自治立法権の拡大化を強調するなら、

そのよって立つ市民信託理論を全面に出し、本来自

治体は、市民の財産を潜在的・包括的に管理してお

り（例えば消防を想起せよ）、実定法上のプロセスで

処理できない放置自動車については、一定の範囲で

自治体として現実の処理（管理・処分）ができると

考えるのである。地方自治権といえば、自治体と国

との関係ばかりが議論されるが、じつは個々の市民

が有する「複合的人権」なのであり、自分たちのこ

とは自分たちで始末するという自律権を含んでいる。

このような市民の権利を、信託に基づき市民に代わ

って行使するのが、自治体の役割といえるのではな

いか。このような考え方は、結果的に事務管理論と

同様になるが、自治体をローカルガバメント（地方

政府）と考えた時には、理論構成においてより優れ

ていると思われる。

以上、放置自動車をめぐる対策の現状、また法的

対応についての理論的考えかたを中心に述べてきた。

たしかに、法的整備の不備が、自治体をして積極的

な取り組みに向かわせる原動力となっていることが

うかがえる。すなわち、条例によるコントロールの

方向である。しかし、そうだとしても旧来の「所有

権理論」や古典的な「法律と条例論」の壁を突破す

るのは容易でない。したがって、いずれにしても、

放置自動車については立法（法律）による解決が必

要というのが大方の考えである。けれども、法律は

いつ制定されるかわからないので、かかるアブノー

マルな財産権形態に対処するには、実際上、条例を

もってするほかない。そのさいの理論的よりどころ

として提示したのが、先に述べた市民信託論なので

ある。

ところで、アブノーマルな財産権形態というのは、

実は二つに分かれる。かつて、公害を出す企業から

住民の生命・健康をまもるため、自治体は上乗せ・

横出しの公害防止条例を制定したが、その場合は企

業施設という、生存権的な財産権の対極にある財産

権形態への規制ということが背景にあった。他方、

放置自転車や放置自動車に対する規制は、さきの例

とは異なり、どちらかといえば等質の市民間で生じ

たアブノーマルな財産権形態の始末の問題である。

これは、むしろ、市民自治の範囲内の問題で、国法

が介入する範疇からはみ出て、本来的に自治体が条

例によりコントロールする問題なのではないか。

このようにみてくると、放置自動車のコントロー

ルは、アブノーマルな財産権形態に対する後始末の

問題として、自治体が市民の信託にもとづき条例を

もって行い［１２］、国法はその受入れ先や費用負担など、

背後の条件整備をバックアップすればよいことにな

る。

とにもかくにも今後地方分権改革が進むなかで、

先の全国市長会の要望もさることながら、待ちの姿

勢からより積極的・能動的な取組みが自治体に求め

られてくることは間違いないものと思われる。

注　釈

［１］平成１８年９月から１０月に行われた全国市長会の

調査は、調査対象市　８０２市、回答市数　６０５

市（回答率７５.４％）で、それによると、平成１５

年度の放置自動車発生件数は２７,５７０台（うち

行政による撤去処理数、１４,０５６台）、平成１６年

度は２１,８６１台（同撤去処理数、９,９５８台）、平

成１７年度は２０,１５４台（同撤去処理数、８,４１５

台）となっている。

［１］全国市長会ＨＰ　ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍａｙｏｒｓ.ｏｒ.ｊｐ/

［２］大阪府域における放置自動車の処理状況は、平

おわりに
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成１３年度の確認台数８,１３９台（うち行政撤去台

数５,９１８台）をピークに、平成１５年度の確認台

数６,４７７台（５,０５７台）となり、条例施行後の平

成１６年度は４,９９３台（３,１１６台）、平成１７年度は

４,８３９台（２,７５３台）と減少傾向にあるものの

依然として高い数値を示している。

（大阪府ＨＰ）ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｅｐｃｃ.ｐｒｅｆ.ｏｓａｋａ.

ｊｐ/ｓｈｉｄｏｕ/ｊｉｄｏｕｓｙａ/ｐｄｆ/ｇｅｎｊｏ.ｐｄｆ

［３］路上放置車に係る生活環境保全上の支障除去等

の措置に対する支援制度として、路上放棄車処

理協力会（構成員：（社）日本自動車工業会、

（社）日本自動車販売協会連合会、（社）全国軽

自動車協会連合会及び日本自動車輸入組合）の

寄付制度がある。同制度は市町村が行う路上放

置車の処理に対し、当該市町村の協力要請に基

づき路上放棄車処理協力会が当該処理に要する

費用を寄付する制度で、平成３年から実施され

ている。

［４］１９８０年代前半までは、シュレッダー業者は回

収した鉄等の有価物を売却することにより利益

を得ていたが、１９８０年代後半以降は、１）鉄

スクラップ価格の下落、２）シュレッダーダス

ト処理費用の高騰などの理由により、次第に処

理費用をもらわなければシュレッダー業者が利

益を上げることができなくなってきた。日本鉄

源協会クォータリーによると、鉄スクラップの

価格は、２００１年７月に６,４００円となり、１９５２

年に鉄屑統制価格が廃止されて以来５０年ぶりの

最安値となった。ただ、その後も１万円以下で

推移していたが、中国経済の活況で、２００４年

２月～３月にはこれまでの最高値をつけ、２万

円を超えるまでになったが、その後は、また下

落し、現在再び高騰傾向にある。

［５］寺西俊一・外川健一著『自動車リサイクル』

（東洋経済新報社、２００４年）１１５頁以下参照。

田中孝男・名塚昭「放置物件の迅速な処理を目

指して」自治体法務ＮＡＶＩ１６号（第一法規、

２００７年）２９頁以下。

［６］福士明著「実践・条例法務⑭　放置自動車処理

条例の考え方」（フロンティア１８０・夏号・６２

号）から引用参照。

［７］黒川澄夫「行政上の義務履行確保の事例【事例

③】法律に基づく撤去・市原市の実例」自治体

法務研究８号（２００７年）６８頁以下。

［８］大橋洋一「ため池の堤とうの使用と禁止と損失

補償」『行政法判例百選Ⅱ（第５版）』（有斐閣、

２００６年）５１０・５１１頁。村上武則「普通地方

公共団体規範定立」『ファンダメンタル地方自

治法』（法律文化社、２００５年）２３６頁。松永邦

男・長谷川彰一・江村興治『自治立法（地方自

治総合講座２）』（ぎょうせい、２００２年）１１３

頁以下。

［９］おおさか政策法務研究会「自治立法の可能性を

探る（前編）」自治体法務ＮＡＶＩ１０号（第一

法規、２００６年）２６頁以下。

［１０］放置自動車の迅速処理等に関する提言（全国市

長会ＨＰ）

［１０］ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍａｙｏｒｓ.ｏｒ.ｊｐ/ｏｐｉｎｉｏｎ/ｔｅｉｇｅｎ/１９０１

１２ｔｅｉｇｅｎ.ｈｔｍ

［１１］高田敏「徳島市公安条例事件」『行政法判例百

選Ⅰ』（有斐閣、１９７９年）１１６～１１８頁。

［１２］一種の市民自治環境の整備として行うことにな

ろう。
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